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注意報・警報・特別警報・短時間記録的大雨情報への対応マニュアル 

（２）具体的な対応の方法について 
 

   
緊急・特別な対応が必要な場合には、対応について、学校が判断し、スマート連絡帳等でお知らせします。 
 
 

 
登校前に発表されている時 

 
登校後に発表されている時 

 
特 別 
警 報 

 
 
 

 
・自宅待機とします。 
・状況によっては、避難所へ避難します。 

 
・学校待機とします。 
 

 
警 報 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
暴風 
大雨 
洪水 
大雪 
 
等全て

の警報 

 
 

 
・発表中は、自宅待機とします。 

 
・発表中は、学校待機とします。 

 
【警報が解除された後】 
  危険が予測されない場合には  
  ・登校とします。 
  危険が予測される場合には  
  ・自宅待機継続とします。 

 
【警報が解除された後】 
 危険が予測されない場合には  
  ・「色別下校」とします。 
 危険が予測される場合には  
  ・保護者の方の安全を考慮した上で、 

    「引き渡し下校（全校）」とします

。 

 
注意報 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
強風・ 
大雨・ 
洪水・ 
大雪・ 
竜巻 
 
 
 
 

 
【校区の状況に応じて】 
  危険が予測されない場合には  
  ・平常どおり、登校とします。 
  危険が予測される場合には  
  ・自宅待機とします。 

【その後、安全が確認できたら】 
  ・登校とします。 
 
 

 
【校区の状況に応じて】 
  危険が予測されない場合  
  ・「通常下校」または、「色別下校」と

します。 
  危険が予測される場合  
  ・学校待機とします。 

【その後、安全が確認できたら】 
  ・「引き渡し下校（全校）」とします。 
 

 
記録的短時間 
大雨情報 

 
 
 
 
 
 

 
■自宅待機とします。 

 
■学校待機とします。 

 
【その後、危険箇所の確認をして】 
  危険が予測されない場合には  
  ・登校とします。 
  危険が予測される場合には  
  ・自宅待機継続とします。 
 

 
【その後、危険箇所の確認をして】 
  危険が予測されない場合には  
  ・「色別下校」とします。 

  危険が予測される場合には  
  ・「引き渡し下校（全校）」とします。 
 

 
■自宅待機後、学校が「登校とします」と指示を出した場合の登校時刻について 

 

★自宅待機後の登校については、基本的に学校からの指示に従ってください。 
 

①午前７時までに警報が解除された場合は、平常どおり登校とします。 
 

②午前７時から正午までに警報が解除された場合は、学校からの指示の後１時間を経てから授業を開始します。 

※警報が解除された時刻の約30分後を目安に、スマート連絡帳にて「ただ今より登校を開始してください」とい

うお知らせを配信する予定です。 
 

③正午を過ぎてから警報が解除された場合は、臨時休業とします。 

※ただし、①と②の場合において、道路、橋の損壊や用水路の氾濫などで危険な場合、自家の被害が著しい場合  

   には登校しないで、学校に状況をお知らせ下さい。 
 

 
■その他 
 ・子どもの安心・安全を最優先するため、状況によっては、警報の有無にかかわらず、休業の措置をとる

こともあります。 
 ・台風が接近している等、警報が出される可能性がある場合は、警報の有無や、スマート連絡帳等を確認

してから、お子さんを登校させてください。 


